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○重層化の進展に伴い技術者制度について見直すべき点がないか
・建設業法上、建築物等の適正施工に対する元請の統括的責任を明確化すべきではないか
・建設業法上、監理技術者と主任技術者の役割について同一の条文で規定しているが、元請と下請では技術者の

役割が異なり、これを明確化すべきではないか

・監理技術者、主任技術者の配置要件のあり方（例えば、施工が連続せず待機が生じる工程等実態を踏まえた運用）
・工場製品の割合が増加し、現場施工の割合が縮小。このため、工場製品の品質が現場の適正施工に大きな影響
・販売代理店等、実施工への関与の度合いが小さい企業が請負契約として施工体制に参画していることが妥当か

（施工上の役割･責任の不明確化、円滑な連絡調整への支障等の弊害が生じるおそれ）

■元請･下請の施工体制上の役割･責任の明確化

○元請の総括的な管理責任の明確化
○元請が複数人体制の場合における監理技術者等の役割の明確化
○工場製品に関する品質管理のあり方
○施工体制における元請の監理技術者･下請の主任技術者の役割の違いの明確化
○実態を踏まえた監理技術者、主任技術者の適正な配置のあり方
○実施工への関与の度合いが小さい企業の関与のあり方の検討

○一括下請負の判断基準である「実質的関与」の明確化等

建設生産システムの変革 ①

課題

対応の方向性
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下請比率の推移
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○ 下請比率（下請完成工事高÷元請完成工事高）は下請構造の重層化に伴って上昇傾向に
あったが、近年では50％後半で推移。

出所：国土交通省「建設工事施工統計調査」

(年度)

※前回資料 再掲
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建設工事の平均的な下請構造（工事内容別・規模別）

○ 下請企業数は、建築系工事が土木工事よりも相当上回り、建築系工事の中では店舗が最も多い。

○ 次数別の下請企業数は、規模が大きくなるほど２次下請の割合が大きくなる傾向にある。
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出典：重層下請構造実態調査（数値等は調査中段階のものであり、今後変動する可能性がある。）※作業員名簿に登録された作業員数により分類

規模（※） マンション（n=461現場） オフィスビル（n=559現場） 店舗（n=97現場） 土木（n=832現場）
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元請・下請の施工管理体制上の役割・責任の明確化（１）

○ 主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の
施工計画の作成、工程管理、品質管理その他技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の
技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。〔建設業法第26条の３〕

職 務

○ 監理技術者等の職務（役割）は総括的に、施工計画作成、工程管理、品質管理等技術上
の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督（建設業法）と記載

〇 実態上は元請、下請、土木、建築等により職務（役割）に違い

元請

下請

工程管理 品質管理
その他（安全管理、コス
ト監理、技術指導等）

〇施工計画書の作成
〇朝礼等日々の打合せ

で工程管理を実施

〇品質計画書を作成
〇下請の技術的判断を

確認（立会、書類等）

〇安全衛生法に基づく統
括安全衛生責任者

〇法令遵守や施工手順等
下請指導

〇１次下請が施工計画
書を踏まえ、施工要
領書等の作成

〇自主検査等により適
正施工の技術的判断

〇安全衛生法に基づく安
全衛生責任者

現 状

○施工体制における監理技術者・主任技術者の役割の明確化
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○工事の規模が大きくなると元請の役割等が増大する
ことから、現場事務所において配置される人員が増
え分業化が進む。

監理技術者

技術者 技術者 技術者

工事課長 工事課長

所長(現場代理人)

○ 元請は発注者に対して適正施工にかかる一義的な責任を負うため、下請による施工に対
しても最終的な責任を負う

○ 監理技術者等の配置は適正施工にとって必要事項であり、工事の規模や内容等を踏まえ
た配置を検討する必要

元請・下請の施工管理体制上の役割・責任の明確化（２）

〔大規模工事（土木・建築）の場合〕

元請

電気 水道 ガス

ｺﾝｸﾘｰﾄ 鉄筋 型枠 基礎

元請

下請

下請

〔住宅工事（低層共同住宅）の場合〕

躯体

出典：セキスイハイムHP

○住宅建設においては、工場
製品の比重が大きく、現場
では組み立て方式。

○元請の総括的な管理責任の明確化 ○主任技術者の適正配置のあり方
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重層化の進行①：工場製品を使った施工例（国道24号勧進橋の溶接不良の事案）

発注者
［国土交通省］

工事受注会社
［ショーボンド建設(株)］

施工計画書提出

納品

製作会社
［久富産業(株)］

検査会社
［(株)北陸溶接検査事務所］

検査

落橋防止装置等製作

検査実施は１基

落橋防止装置を１０基製作した場合
→１基以上の検査を実施

（当該装置の溶接線は全長の検査を実施）

■検査頻度１０％以上のイメージ

受理

［溶接品質管理］

・超音波探傷検査にて

溶接検査

・第三者機関に依頼

・検査頻度は１０％以上

発注

完全溶け込み
溶接箇所

依頼

○ 全体１５０部材のうち、不良部材についてＨ２８．２末までに補修（検査した80部材のうち58部材で溶接不良を発見）

・・・

■落橋防止装置・変位制限装置

■完全溶け込み溶接

【良好部】

【不良部】

鋼板板厚の中心付近に溶接
不良（溶け込み不足）が生じる

全長検査

１０基

鋼 鋼 鋼 鋼

鋼鋼鋼
鋼

開先先端部

開先先端部

ガウジング
溶接機

溶接機

再度溶接を行う反対面よりガウジング※にて
開先先端部の裏はつりを行う
（溶け込み不良部の除去を行う）

外注

落橋防止装置

変位制限装置

※ ガウジング： 高熱で溶接部を一部溶かしつつ、不純物を吹き飛ばし、深掘りを行う作業をいう。

か ん じ ん
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鉄筋組立 生コン打設型枠設置 脱型

（例）鉄筋をプレハブ化、型枠をプレキャスト化することにより、型枠設置作業等をなくし施工

○効率的な工法による省力化、工期短縮（施工）

（例）各部材の規格（サイズ）を標準化し、定型部材を組み合わせて施工

クレーンで設置

脱型不要鉄筋、型枠の
高所作業なし

中詰めコン打設

©大林組

©三井住友建設

従来方法

現場打ちの効率化

ラーメン構造の高架橋の例

プレキャストの進化

重層化の進行②：建設資材の工場製作化 （プレキャストの活用状況） ※前回資料 再掲
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重層化の進行③：建設資材の工場製作化の例（プレハブ化・プレカット化）

出所）（一社）プレハブ建築協会ホームページより
注）平成26年3月末時点のプレハブ住宅供給実績（約925万戸 ）

出所：「住宅産業のニューパラダイム（案）」（H20.3月，今後の住宅
産業のあり方に関する研究会，経済産業省）より抜粋。

出典：全国木造住宅機械プレカット協会
（注）「プレカット」とは：機械プレカット加工は、木造住宅の柱や梁の

継ぎ手、仕口について、従来は墨付けにしたがって手工具で
加工していたものを機械で行う技術。
最近のプレカット機械は、CAD／CAM全自動機であり、木造
住宅の平面図や立面図等を基に加工データをCAD入力し、
その情報をCAMに転送して自動的に切削することで加工精
度の高い柱や梁、羽板材、パネル等を生産することが可能。

プレハブ住宅着工戸数の推移
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プレカット工場数とプレカットのシェアの推移

内 訳 小 計

一戸建て

木質系 1,229,950

4,356,316鉄鋼系 2,975,911

コンクリート系 150,455

共
同
建
て

低層

木質系 318,330

3,268,458鉄鋼系 2,726,901

コンクリート系 223,227

中高層

木質系 4,763

1,627,251鉄鋼系 384,087

コンクリート系 1,238,401

総 累 計 9,252,025

※前回資料 再掲
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元請・下請の施工管理体制上の役割・責任の明確化（参考）

○ 建設業者は、その請け負った建設工事を施工するときは、当該工事現場における建設工事の施工の
技術上の管理をつかさどる者を置かなければならない。〔建設業法第26条〕

配 置

○ 発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の
額の合計が三千万円（建築一式工事の場合は四千五百万円）以上となる場合には、特
定建設業の許可が必要になるとともに、主任技術者に代えて監理技術者を置かなけれ
ばならない。 他 〔監理技術者制度運用マニュアル〕

○ 公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設
工事で政令で定めるものについては（中略）主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任
の者でなければならない。〔建設業法第26条〕

○ 適正施工は、高い技術力を持った監理技術者等が工事現場に配置されることにより確保

○ 工事現場のうち重要な施設については、技術者の専任を求めている
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実質的に施工に携わらない企業の介在

発注者

・・・

元請

1次下請

2次下請

3次下請

＜横浜市のマンション事案における役割(日立ハイテクノロジーズ)＞
○請け負った基礎ぐい工事の主たる部分を2次下請に請け負わせて

おり、自社では基礎ぐい工事の進捗管理や安全管理のほか、くい
製造会社に対する納期の確認指示等を行っていた。

○くい工事に関する施工計画書の作成、工程管理、出来形・品質
管理、完成検査等は行っていなかった。施工計画書については
2次下請が作成したものをほぼそのまま元請に提出していた。

○本ぐいの支持層への到達の判断は特段行っていなかった。

＜一般的な役割＞
○建設資材の販売代理店的役割を担っている

○資材の納入管理等の管理業務は行うものの、実質的に施工に携
わらない

＜問題点＞
○施工上の役割・責任が不明確 ○円滑な連絡・情報共有への支障
○工事の品質低下 ○価格への影響 等

※前回資料 再掲
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一括下請負に関する現行規定

○ 建設業法上、一括下請負は、発注者の事前の承諾がある場合を除き、禁止されている。

○ なお、公共工事や共同住宅を新築する建設工事については、一括下請負が全面的に
禁止されている。

【一括下請の判断基準について】 ※元請、下請とも同一の基準が適用

○ 建設業者は、その請け負った建設工事の完成について誠実に履行することが必要との観点から、

以下の場合において、下請工事の施工に実質的に関与していると認められるときを除き、一括下請負に

該当するとの基準が示されている。

① 請け負った建設工事の全部又はその主たる部分を一括して他の業者に請け負わせる場合

② 請け負った建設工事の一部分であって、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の

工事を一括して他の業者に請け負わせる場合

○ 「実質的に関与」とは、元請負人が自ら総合的に企画、調整及び指導を行うことをいう。

※「総合的に企画、調整及び指導」は、施工計画の総合的な企画、工事全体の的確な施工を確保するための工程管理

及び安全管理、工事目的物、工事仮設物、工事用資材等の品質管理、下請負人間の施工の調整、下請負人に対する

技術指導、監督等を行うことをいう。

※「元請負人」とは下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは下請契約における請負人をいう。
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平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

大臣許可 知事許可

一括下請負の処分実績

処分時期 処分対象者 一括下請負の判断について

平成14年7月
4次下請

【とび・土工】
○４次下請は資材の調達･運搬を行ったのみであり、現場に技術者を１人も配置していなかった。

平成16年12月
元請

【土木一式、舗装】

○一括下請負の判断基準である総合的な企画、調整及び指導（施工計画の総合的な企画、工事

全体の的確な施工を確保するための工程管理及び安全管理、工事目的物、工事仮設物、工事用資材

等の品質管理、下請負人間の施工の調整、下請負人に対する技術指導、監督）について、元請は

いずれも行っていなかった。

平成17年8月
元請

【建築一式】

○元請が作成した指示簿や工事日報等が不十分であった。

○元請が主体的に実施すべき施工計画書の作成、工程管理、出来高管理及び安全管理について、

１次下請が全て実施し、又は１次下請と共同で実施していた。

【具体的な処分例】

(件数)

※（ ）内は大臣許可業者及び知事許可業者の合計

【一括下請負の処分件数推移】

(20)

(10)

(13)
(12)

(1)
(4)

(5)

(14)

(4)

(0)
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○民間工事の中には追加リスクへの対応等について受発注者間･元下間の役割分担等があいまいなケース
が存在
・建設工事は、地盤状況や埋設物、設計調整など、工事開始後に様々なリスクや調整事項が発生する特性がある
・このようなリスクや現場不一致が発生した場合の対応方法が予め決められておらず、発生後に関係者間で対応を協議

した場合、手戻りや手待ちの発生等が生じ、円滑な施工の支障となるおそれがある
・さらに、このようなルールがないことが（施工不良があっても隠してしまうのではないかという）国民の不安に繋

がっているおそれがある

○ 重層化の進行に伴って、施工責任の所在が明確化されにくく、紛争が生じた場合に当事者間では円滑･
迅速な解決が図られにくい

○建設工事がブラックボックス化しており国民やエンドユーザーにとって不安が生じているのではないか
・エンドユーザーの安心･安全確保の見地から、施工に関する情報提供のあり方に課題はないか
・施工現場が仮囲いで閉じられ外部から見えにくいことが建設業に対する理解や現場の意欲を阻害していないか

■民間工事における発注者･設計者･元請･下請の請負契約等の適正化
○工事開始前の準備段階における発注者や設計者との情報共有等を通じた責任や役割分担の明確化･
適正化

○工期変更や追加工事等に関する設計変更等の円滑化

■施工責任に係る紛争調整等の円滑化
○施工責任を専門的見地から審査等する中立的組織･機能の検討

■施工に関する情報の積極的な公開

建設生産システムの変革 ②

課題

対応の方向性（検討事項案）
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建設業法（昭和２４年法律第１００号）
〇 建設工事の請負契約の原則として、建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場

における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければな
らない旨を規定（第18条）。

〇 建設工事の請負契約の内容として記載すべき事項（例：工事内容、請負代金額、工期、
設計変更等があった場合における工期や請負代金額の変更等の額の算定方法に関する定め
など）を規定（第19条第１項）。

〇 注文者が、自己の取引上の地位を不当に利用し、その注文した建設工事を施工するため
に通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結しては
ならない旨を規定（第19条の３）。

民間工事標準請負契約約款（甲）（平成２２年７月２６日中央建設業審議会決定）
〇 発注者は、必要があると認めるときは、工事の追加・変更ができるとともに、受注者に

工期の変更を求めることができる（第31条第１項・２項）。
〇 受注者は、発注者に対して、工事内容の変更及び当該変更に伴う請負代金の増減額を提

案することができる（第31条第３項）。
〇 受注者は、工事の追加・変更等の正当な理由があるときは、発注者に対して、その理由

を明示して、必要と認められる工期の延長を請求することができる（第31条第５項）。
〇 発注者又は受注者は、工事の追加又は変更があったときや工期の変更があったとき等の

場合は、相手方に対して、その理由を明示して必要と認められる請負代金額の変更を求め
ることができる（第32条第１項）。

〇 請負代金額を変更するときは、原則として、工事の減少部分については監理者の確認を
受けた請負代金内訳書の単価により、増加部分については時価による（第32条第２項）。

発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン（平成２３年８月 建設業課）
〇 追加工事等の着工前に書面による契約変更を行うことが必要。
〇 追加工事等に要する費用を受注者に一方的に負担させることは、不当に低い請負代金の

禁止に違反するおそれ。
〇 工期変更についても書面による契約変更が必要。
〇 工期の変更に伴う費用を受注者に一方的に負担させることは、不当に低い請負代金の禁

止に違反するおそれ。
〇 不当に低い請負代金の禁止（建設業法第19条の３ ）は変更契約にも適用。

※この他、民間（旧四会）連合協定工事請負契約約款などにおいても、民間工事における工期や設計変更等に関する規定がある。

発注者

元請

建
設
業
法

下請

受発注者ガイドライン

元下ガイドライン

民間工事標準請負契約約款

建設工事標準下請契約約款

工事請負契約と諸制度の適用関係

民間工事の契約等の実態① ：
民間工事請負契約における工期や設計変更等に関する諸制度

※前回資料 再掲
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下請（杭、鉄筋、土工、設備等）

施工者（元請）

下請（杭、鉄筋、土工、設備等）

民間工事の契約等の実態②：
民間建築工事における設計・施工の契約プロセス

設計施工
分離型

設計施工
一貫型

調査、企画 → 基本設計 → 実施設計 → 施工

発注者（デベロッパー） 発注者

設計者

発注者（デベロッパー） 発注者

地中調査、見積等 設計契約

ヒア、見積、入札、内定等
工事契約

・設計施工が分離型か一貫(一括)型かによって、施工者の関与は大きく異なるが、分離型の場合、事前の調査は既に終わっていることが多
い。
・工事開始後の責任範囲やリスク分担など、関係者間で協議すべき事項として特に決まったものがあるわけではない。
・工事着手前に関係者間で情報共有や協議体制を整備することで、工事開始後のリスクに円滑に対応することが可能。

設計・施工者（元請）

※上記プロセスは、簡略化した一例であり、実際は、見積方法や技術提案、予算調整、設計修正等について多種多様な方法がある。

地中調査,見積,入札等 見積精査、予算調整
工事契約設計契約

（技術提案）
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民間工事の契約等の実態③：
円滑な工事施工のための適切な請負の枠組み

・一般に、民間工事の場合、標準的な約款のほかに、設計図書、説明書、質問回答書、特記仕様書等が一体となって
工事請負契約を構成する。
・工事請負契約は、両者の合意により締結されるものであるが、責任分担が曖昧な規定について理解が不十分なまま契
約を締結し、工事開始後に現場不一致等が発生した場合、トラブルの発生や、適正な品質を確保できなくなる可能性が
ある。

工事請負契約（発注者－受注者）

○約款
（民間標準約款、旧四会約款等を活用）

○設計図書
・設計図面
・現場説明書（契約条件の説明等）
・質問回答書（発注者からの回答）
・特記仕様書（当該物件に特有の仕様）

その他請負契約とは別に、施工者が作成する主な図書類
・総合図（施工のための基本図面）
・施工図（躯体、鉄筋加工等施工上必要な図面）
・施工計画（工程管理計画、安全衛生計画、仮設計画等）

工事施工後に発現する可能性のあるリスク

・地盤状況

・地中埋設物

・設計、資材の調整

・近隣対応、事故対応 等

・法定手続きの遅延等

これらのリスクについて、請負契約締結に先立ち、予め両
者間で協議し、責任範囲や対応方法をできるだけ明確にし
ておくことが工事施工後のリスクを避けるために重要
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＜地盤関連＞
杭を打設したが、想定深度で支持地盤に到達し
なかったため、再設計と既製杭の再注文が必要と
なった。

地下水位が想定よりも浅く、水圧が高いため、鋼
矢板の打設長が変わり、使用するクレーンも変更
となった。

軟弱地盤の沈下が想定した期間で収まらなかっ
たため、次工程の着手が遅れた。

＜設計、資材関連＞
設計図書に示された管路が所定の空
間に入らなかったため、ルート変更が
生じた

意匠設計と構造設計の調整が不十
分で、修正設計の必要が生じた。

使用予定の資材が必要な時期に必
要な数量搬入されなかったため、工
期が遅れた。

＜地中埋設物関連＞
既存地下埋設物の位置が想定と異なっ
ていたため、設置予定の構造物と干渉す
ることが判明し、再設計を余儀なくされ
た。

地中から産業廃棄物が発見され、廃掃法
に則った処理が必要となった。

＜近隣、事故等＞
近隣住民から振動や騒音に対するクレームがあ
り、作業時間を短縮せざるを得なくなった。

作業員が怪我をしたため、関係機関への報告や
再発防止策の徹底により工事が一時中断した。

掘削残土搬出先の受入条件が変わったため、運
搬距離や時期が変更となった。

工事着手後に発生する可能性のある施工上のリスクに円滑に対応するためには、
○予め関係当事者間で情報共有、協議し、各々の役割、責任の分担や協議ルールを明確化しておくことが必要
○合意された責任分担については、契約書等に位置づけることで紛争の発生を防止する効果が期待

建設工事は着手後に様々なリスクが発現し、工期や費用が変動するおそれがある。

民間工事の契約等の実態④ ： 工事着手後に発生する様々な施工上のリスク
※前回資料 再掲
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＜設計変更が必要と考えられる場合の例＞

・設計図書の表示が不明確であったり、不整合がある場合

例） 図面の記載内容が不十分であったり、不確定部分がある場合
建築、電気設備、機械設備の各分野の設計内容が互いに整合せず、そのままでは施工できない場合

・設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しない場合

例） 設計図書に明示された想定支持地盤と実際の工事現場が大きく異なることが判明した場合
設計図書に示されていないアスベスト含有建材が発見され、調査及び撤去が必要となった場合

・予期することの出来ない特別な支障が施工中に生じた場合

例） 施工中に地中障害物を発見し、当初の設計に支障が生じる場合

＜設計変更までは要さないと考えられる場合の例＞

・設計図書に定めのない事項で、発注者との協議や指示等がない中、受注者の独自の判断で施工を実施した場合※

例） 設計図書に品質が定められていない製品を、受注者の都合で独自に選定して使用

・工事手法（仮設・施工方法）について、特記仕様書に特別の定めがないものを受注者が変更した場合
例） 地下埋設物の設置に当たり、発注者は土留めを用いない掘削を見込んでいたが、

受注者は土留めとして矢板を設置して掘削を実施（発注者の想定が合理的ではないことが判明した場合等を除く。）

工事着手後に設計変更が必要となる場合や、変更の要否について判断が必要な場合の協議の進め方
や判断事例が明確になっていない。

発注者と受注者がともに設計変更が必要なケースや協議の進め方等について十分理解しておくことにより、円滑な工
事の施工が期待

※受注者の独自の判断で施工することを
認めるものではない。

民間工事の契約等の実態⑤ ： 工事着手後の円滑な設計変更等について
※前回資料 再掲
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施工に関する情報の積極的な公開① （設計に関する図書）

（設計図書の交付等）

第百三条 宅地建物取引業者（宅地建物取引業法 （昭和二十七年法律第百七十六号）第二条第三号に規定する

宅地建物取引業者をいい、同法第七十七条第二項の規定により宅地建物取引業者とみなされる者（信託業務を兼

営する金融機関で政令で定めるもの及び宅地建物取引業法第七十七条第一項の政令で定める信託会社を含む。）

を含む。以下同じ。）は、自ら売主として人の居住の用に供する独立部分がある建物（新たに建設された建物で人の

居住の用に供したことがないものに限る。以下同じ。）を分譲した場合においては、国土交通省令で定める期間内に

当該建物又はその附属施設の管理を行う管理組合の管理者等が選任されたときは、速やかに、当該管理者等に対

し、当該建物又はその附属施設の設計に関する図書で国土交通省令で定めるものを交付しなければならない。

２ （略）

○マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成１２年法律第１４９号）

マンション
マンションについては、宅建業者が顧客に分譲した場合、マンション管理組合に対し、建
物等の設計に関する図書（１１種類）を交付することが義務づけられている。

第百二条 法第百三条第一項の国土交通省令で定める図書は、次の各号に掲げる、工事が完了した時点の

同項 の建物及びその附属施設（駐車場、公園、緑地及び広場並びに電気設備及び機械設備を含む。）に係る

図書とする。

①付近見取図 ②配置図 ③仕様書（仕上げ表を含む。） ④各階平面図 ⑤二面以上の立面図

⑥断面図又は矩計図 ⑦基礎伏図 ⑧各階床伏図 ⑨小屋伏図 ⑩構造詳細図 ⑪構造計算書

○マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則（平成１３年国土交通省令第１１０号）

19



工事の名称、工期、発注者の名称

●作成建設業者の名
称
●監理技術者又は主
任技術者の氏名

●専門技術者の氏名
●担当工事内容

●下請負人の名称
●工事内容
●工期
●主任技術者の氏名

●専門技術者の氏名
●担当工事内容

●下請負人の名称
●工事内容
●工期
●主任技術者の氏名

●下請負人の名称
●工事内容
●工期
●主任技術者の氏名

●下請負人の名称
●工事内容
●工期
●主任技術者の氏名

●下請負人の名称
●工事内容
●工期
●主任技術者の氏名

●下請負人の名称
●工事内容
●工期
●主任技術者の氏名

●下請負人の名称
●工事内容
●工期
●主任技術者の氏名

●下請負人の名称
●工事内容
●工期
●主任技術者の氏名

●下請負人の名称
●工事内容
●工期
●主任技術者の氏名

●専門技術者の氏名
●担当工事内容

（元請）
（一次下請）

（二次下請） （三次下請）

施工体系図は、作成された施工体制台帳に基づき、元請業者が作ることとされている各下
請負人の施工分担関係が一目で分かるようにした図のこと。施工体系図を見ることによって、
工事に携わる関係者全員が工事における施工分担関係を把握することができる。

公共工事

現場内の見やすい場所

公衆の見やすい場所

民間工事

現場内の見やすい場所

施工に関する情報の積極的な公開② （施工体系）

・元請(特定建設業者)に作成義務

・各下請業者の施工の分担関係
を図示したフロー図

施工体系図

施工体系図の掲示

（施工体系図イメージ）

公共工事については、
公衆への掲示が義務
づけられている

【建設業法、入札契約適正化法】

【建設業法】

【建設業法§24の7】
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○ニーズに対応できる技術者の確保･育成が必要
・生産システムの変化やリフォーム工事の増加等に伴う新技術･新工法の活用に対応した高い技術
力を持った技術者が必要

・生産年齢人口の減少に伴い、優秀な技術者を早期に育成する必要

■技術と管理能力に優れた技術者の確保･育成と活躍

○現場実態に即した監理技術者等の資格要件等の見直し
○受験機会の拡大に向けた技術検定の運用改善や受検資格要件の見直し

建設生産を支える技術者や担い手の確保･育成 ①

課題

対応の方向性

21



技術と管理能力に優れた技術者の確保と育成

○ 適正施工を確保するために、高い技術力を持った技術者が工事現場毎に配置

○ 高い技術力を持つ人材が責任のある立場で早期に活躍できる仕組みを提供する事が重要

○ 建設業者は建設工事を施工するときは、当該工事現場に監理技術者（又は主任技術者）を置かなけ
ればならない。 〔建設業法２６条〕

監理技術者等の要件は、業種区分に応じて、一定の実務経験を有するものの他、施工管理技士（技
術検定）等の有資格者を規定（次頁参照） 〔建設業法２６条、施工規則第7条の３〕

資 格

○２級技術検定の学科試験は、受験資格から実務経
験を不要とし、早期に受検できる環境を整備

○国土交通大臣登録試験として、民間試験のうち質の
高い試験（地すべり防止工事士、1級計装士、解体
工事施工技士）を主任技術者資格に規定

これまでの施策

→ 主任技術者

２級学科

高校

① ② ③高校卒
（指定学科）

２級学科
実務経験

２級実地

１年前倒し

22 23 24 25 2615才 16 17 18 19 20 21

→ 主任技術者

高校

4.5① ② ③ ④

２級学科
２級実地

高校卒
（指定学科以外）

２級学科
実務経験

７年前倒し

（指定学科以外）

工業高校等
指定学科

普通高校等
指定学科以外

＜解体工事の現場例＞ 22



監理技術者等の要件

監理技術者・主任技術者資格 主任技術者資格凡例 （数字は、資格取得後、必要な実務経験年数）

◎は業種に対応した細かな資格の種別、部門、職種、科目が設定されている。

土
木
一
式

建
築
一
式

大
工
左
官

と
び
・土
工

石
屋
根
電
気
管

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク

鋼
構
造
物

鉄
筋
ほ
装

し
ゅ
ん
せ
つ

板
金

ガ
ラ
ス

塗
装
防
水

内
装
仕
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※

解
体

建設業法 技術検定 建設機械１級
建設機械２級
土木１級

◎土木２級
建築１級

◎建築２級
電気工事１級
電気工事２級
管工事１級
管工事２級
造園１級
造園２級

地すべり防止工事士 1 1
１級計装士 1 1
解体工事施工技士

技術士法 ◎ 技術士

建築士法 建築士１級
建築士２級
建築設備士 1 1

電気工事士法 第１種電気工事士
第２種電気工事士 3

電気事業法 電気主任技術者 5
電気通信事業法 電気通信主任技術者 5
水道法 給水装置工事主任技術者 1
消防法 消防設備士
職業能力開発促進
法◎

技能検定
１級
２級 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

建設業法

実
務
経
験

主任技術者であり、元請4,500
万円以上指導監督２年以上
大卒（指）３年以上、高卒（指）
５年以上、その他10年以上

指定建設業

※解体工事業については平成２８年６月から施行 23



○将来にわたる担い手確保のため、技能者をめぐる課題と将来像を踏まえた実効的な対策を講じる必要
・製造業と比較して低水準の賃金等の労働条件､若年入職者の高い離職率､高齢層の退職増加
・依然として賃金カーブのピークが早期に到来する傾向

⇒ 技能者の入職・定着を促すような就労構造の改善が必要

○人材の効率的活用や人材に係る企業の戦略的経営が不可欠
・労働力人口が減少する中、担い手確保の取組と併せ、限られた人材を有効に活用することが不可欠
・高齢者の大量離職や若年層の新規入職の減少を踏まえ、専門工事業における人材活用や経営戦略の練り直しが課題

○優秀な技能者を擁する下請企業がより成長できる環境整備が必要
・現在は下請企業の施工力や個々の技能者の技能･経験を客観的に評価・把握する方法が不足。技能者の技能･経験をデー

タで蓄積し、下請企業の人材や施工力の透明化を促す業界横断のシステム整備が必要

⇒ 真に施工力ある企業が選別され易い環境となり、行き過ぎた重層化を回避（優秀な技能者の効率的活用にも寄与）

○地域ニーズに対応した産業人材の輩出や定住対策が急務
・地域社会ではあらゆる産業で人材不足が深刻化。地域の中小零細企業が多い専門工事業の担い手確保を図る上で、地域

ニーズに根ざした産業人材の育成や地域への定住対策と一体となった施策の推進を図る観点も重要

⇒ 地域活性化に貢献する取組やそのＰＲを積極的に行う必要

■大量離職時代に向けた中長期的な担い手の確保･育成
○10年後の技能労働者の人材確保目標の提示と施策ターゲティング
○施策ターゲットに応じた担い手確保施策の総合的推進（若手の入職促進･離職防止,高齢層の引留め,女性活躍,先鋭的プ

ロモーション 等）
○施工時期等の平準化や多能工化を通じた人材の効率的活用の推進
○専門工事業の人材に係る経営戦略の高次化に対する支援(給与･雇用形態の工夫、繁閑調整の推進など就労構造の改善)
○優秀な技能者を擁する下請企業の受注機会の拡大、技能者の処遇改善の促進(技能者の技能･経験を蓄積するシステムの

構築)
○地域開放型の職人育成塾の設立など、地域における人材確保や地域活性化に資する取組を支援

建設生産を支える技術者や担い手の確保･育成 ②
課題

対応の方向性
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職別工事業

男性生産労働者

製造業

男性生産労働者

年間賃金総支給額

産業別水準（平成27年）[万円]

年間賃金総支給額（賃金構造基本統計調査より試算）

○ 厚生労働省の平成27年賃金構造基本統計調査に基づいて試算した、職別工事業の男性生産
労働者の年間賃金総支給額の水準は製造業より１０％の低い水準。

417万円

461万円

【調査規模等】
・10人以上の事業所に雇用される常用労働者（見習い、技術者、事務員等を含む）のうち、
・職別工事業に従事する男性生産労働者約１万６千人分について調査。
・平成27年６月分の賃金等（賞与、期末手当等特別給与額については平成27年１年間分）
・について調査し、平成28年２月に公表。

【用語】
・職別工事業 ： 大工・型枠・とび・鉄筋・左官・板金・塗装等
・職別工事業における生産労働者：建設現場で直接、職別工事業に従事する労働者
・年間賃金総支給額 ： きまって支給する現金給与額×12＋年間賞与その他特別給与額

※前回資料 更新
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平成27年

年齢階層別の賃金水準の推移

出所：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」

○ 建設業の賃金水準は、年齢階層を問わず全体として増加

○ 賃金カーブのピーク時期までは製造業に近い水準となってきたが、以降はいまだ格差が大きく、
付加価値の高い頭脳労働（現場の管理、更新の指導等）が評価されていない可能性がみられる

（千円）

H27 　～19歳 ～24歳 ～29歳 ～34歳 ～39歳 ～44歳 ～49歳 ～54歳 ～59歳 ～64歳 ～69歳

職別工事業 2,372 3,169 3,739 4,034 4,442 4,796 4,604 4,324 4,460 3,915 3,829

製造業 2,582 3,410 3,915 4,412 4,791 5,199 5,415 5,488 5,535 3,586 3,020

H22 　～19歳 ～24歳 ～29歳 ～34歳 ～39歳 ～44歳 ～49歳 ～54歳 ～59歳 ～64歳 ～69歳

職別工事業 2,143 2,772 3,280 3,796 3,646 4,265 4,358 3,867 4,007 3,762 2,929

製造業 2,624 3,240 3,701 4,224 4,723 5,031 5,340 5,527 5,426 3,408 2,849

【用語】
・職別工事業 ： 大工・型枠・とび・鉄筋・左官・板金・塗装等
・職別工事業における生産労働者：建設現場で直接、職別工事業に従事する労働者
・年間賃金総支給額 ： きまって支給する現金給与額×12＋年間賞与その他特別給与額

【調査規模等】
・10人以上の事業所に雇用される常用労働者（見習い、技術者、事務員等を含む）のうち、
・職別工事業に従事する男性生産労働者約１万６千人分について調査。
・平成27年６月分の賃金等（賞与、期末手当等特別給与額については平成27年１年間分）
・について調査し、平成28年２月に公表。

（千円）

※前回資料 更新
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(１) 最近の労働市場の実勢価格を適切・迅速に反映

(２) 社会保険への加入徹底の観点から、必要な法定福利費相当額を反映 （継続）

参考：近年の公共工事設計労務単価の伸び率

注）金額は加重平均値、伸率は単純平均値

全 国（17,704円）平成27年２月比；＋４．９％（平成24年度比；＋３４．７％）

被災三県（19,457円）平成27年２月比；＋７．８％（平成24年度比；＋５０．３％）

全職種平均

平成28年２月から適用する公共工事設計労務単価について

※ 被災三県における単価の引き上げ措置（継続）

全 国： H25 →H26 →H27 （H24比）
全 国：+15.1% → +7.1% → +4.2%（+28.5%）
被災三県：+21.0% → +8.4% → +6.3%（+39.4%）

単価設定のポイント
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企業（元請・下請）が雇用する技能労働者の

賃金水準の引き上げ状況

平成27年 平成26年

○約７割の企業が、平成２６年（約１年前）以降、雇用する技能労働者の賃金水準を引き上げた（予定含む）と回答。

○引き上げた理由として、受注量の増加や、実勢価格の上昇を理由とするものが多く、引き続き市場の活性化が重要。

出典：平成２６年度下請取引等実態調査（国土交通省）

賃金水準の引き上げ状況(H27 下請取引等実態調査)
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

引き上げ理由

全体 元請 一次下請 二次下請 三次下請以降

① 公共工事設計労務単価が上昇したため
② 所属建設業団体等の要請を受けたため
③ 発注者や元請負人と、賃金上昇を見込んだ契約ができたため
④ 受注量が増えるなど、業績が好調で、以前よりも賃金に回せ
る資金を確保できるようになったため

⑤ 労働者からの賃上げ交渉を受けたため
⑥ 周りの実勢価格が上がっており、引き上げなければ必要な労
働者が確保できないため

⑦ 応援の者に出している賃金と並びをそろえるため
⑧ 社会保険等へ新たに加入したため
⑨ 若者の入職促進など、業界全体の発展に必要と考えたため
⑩ その他

(61.2％)

30.9％

(％)

引き上げた
（予定含む）

引き上げていない
（予定含む）

引き下げた
（予定含む）
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中部

近畿

中国

四国

九州・沖縄

全国

社会保険加入状況の推移（地方別、元請・下請次数別）

○ 公共事業労務費調査（平成24年～平成27年10月調査）における３保険加入状況をみると、全体的に加入割合は上
昇傾向にありますが、特に労働者別の加入割合について、他地方と比較して関東が、元請企業と比較して高次の下
請企業が、加入割合の低い傾向にあります。

96.4% 96.6% 96.7%
97.5%

98.5%

84.7%

88.2%

90.8%

93.6%

96.3%

72.9%

76.6%

81.8%

86.2%

91.5%

66.3%

74.7%
76.3%

82.6%

88.1%

60%

65%
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85%

90%

95%

100%

H23.10 H24.10 H25.10 H26.10 H27.10

３保険加入割合
（元請・下請次数別）

元請

1次下請

2次下請

3次下請

企業別 労働者別

※前回資料 更新
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【機密性２】

女性活躍支援に向けた取組の有無 女性活躍を推進する上での問題や課題

取組を行っ

ている, 
(29.6%)

現在、取組を行っ

ていないが、今後

行う予定である, 
(34.7%)

現在、取組を行っ

ていないし、当面

は行う予定もない, 
(35.7%)

出産後に復職した女性の割合

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

体力が必要な工程が多く、女性の担当業務が限られる

女性は育成しても離職率が高いイメージがある

女性は時間外労働等させにくいイメージがある

託児所がない

女性のための職場環境整備にはコストがかかる

男性社員、管理職、経営者の理解が不足

現場の男性の理解が不足

取引先等からの理解が得られない

家庭との両立をフォローアップするための人員の余裕がない

休業中の代替要員確保が困難

対象外の人が負担感を感じる

人事管理が複雑になる

セクハラ対応が困難というイメージがある

問題・課題を考えたことがない

その他

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

家庭との両立を配慮した労働時間の見直し

女性に適したハード環境整備の導入

家庭との両立を配慮した休暇取得制度の整備

制度利用へ向けた仕事手順等の共有

託児環境への支援

離職後に復職しやすい環境づくり

女性向け研修

経営者や男性上司向けの研修

家庭との両立を配慮した朝礼時間等の柔軟化

将来が描けるロールモデルづくり

妊娠・育児中の悩み相談の仕組み

育休後の昇進等人事制度の整備

その他

女性活躍を支援するために効果的だと思う取組

出所:国土交通省「建設業における女性の活躍推進に関する取組実態調査」（平成27年12月）

65.4%
54.5%

77.7%
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技術者 技能者 全産業

※ 全産業平均：平成24年雇用均等基本調査（厚生労働省）を基に国土交通省で計算

出産後、復職した女性の割合は、全産業平均を10～20%程度下回る状況

いまだ女性活躍推進への取組を行う予定のない企業が３割以上

女性活躍推進における現状と課題
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上段：「定着達成」企業（N=2249）

下段：「定着未達」企業（N=1228）

16.3

11.2

12.8

11.6

13.4

39.0

4.3

45.7

32.1

42.1

23.6

23.1

28.1

18.1

1.0

3.9

4.6

13.6

11.2

13.1

8.5

9.1

9.5

28.3

22.2

4.8

28.0

20.1

33.9

16.4

13.3

18.3

14.3

42.4

1.2
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55.7

56.0

8.4

0 20 40 60 80

週休2日制の推進

労働時間短縮のための工程の

改善

機械化による作業の軽減

危険作業の機械化等による安

全確保

清潔な作業環境への改善

事前に作業計画を周知する

社会保険への加入

福利厚生の向上

社員寮の設置

職場の人間関係をよくする

仕事の内容に対応した賃金

能力や資格を反映した賃金

年齢・勤続年数に対応した賃金

月給制の導入

仕事を恒常的に確保する

将来のキャリアアップの道筋の

提示

技能教育の推進、資格取得の

支援

その他

特に取り組みを行っていない

無回答

(%)

若手の技能労働者が定着しない主な原因

■ 企業が考える若年技能労働者が定着しない理由 （複数回答）／
建設業離職者（離職時若年層）が仕事を辞めた一番の理由

■若年技能労働者を定着させるための取り組み（複数回答）

建設業離職者 建設業での仕事を辞めた

一番の理由

離職時若年層の建設業離職者（N=178）

8.4

5.6

5.1

6.7

3.9

9.0

2.8

2.8

5.6

7.9

6.2

9.6

6.2

1.1

1.1

2.8

3.4

11.8

0.0

0 20

休みが取りづらい

労働時間が他の職業に

比べて長い

作業がきつい

作業に危険が伴う

作業環境が悪い

遠方の作業場が多い

社会保険の加入率が低い

福利厚生が乏しい

現場での人間関係が難しい

労働に対して賃金が低い

ひと月の仕事量によって

賃金額が変動する

雇用が不安定である

将来のキャリアアップの

道筋が描けない

入職前のイメージとの

ギャップがある

技能・技術の習得が乏しい

体の不調・体力的な問題

会社都合（倒産・リストラ等）

その他

無回答

(%)

企業　若年技能労働者が定着していない理由

「定着未達」企業

（N=1122）

23.5

16.8

42.7

11.9

11.6

4.8

6.5

24.9

24.2

12.7

8.2

6.8

13.7

21.2

40.8

10.7

4.4

4.7

19

0204060

休みが取りづらい

労働時間が他の職業に

比べて長い

作業がきつい

作業に危険が伴う

作業環境が悪い

遠方の作業場が多い

社会保険の加入率が低い

福利厚生が乏しい

現場での人間関係が難しい

労働に対して賃金が低い

ひと月の仕事量によって

賃金額が変動する

雇用が不安定である

将来のキャリアアップの

道筋が描けない

入職前のイメージとの

ギャップがある

技能・技術の習得が乏しい

（若年技能労働者の）

職業意識が低い

技術が身についたら

独立する、家業を継ぐ

その他

無回答

(%)

厚生労働省「雇用管理現状把握実態調査（平成26年度）」厚生労働省「雇用管理現状把握実態調査（平成24年度）」 31



【機密性２】
建設技能者（高卒）のキャリアアップ（イメージ）

技能グランプリ

２級
技能士

１級
技能士

技能講習

職業訓練指導員

職長教育 登録基幹技能者

※青年技能者（２３歳以
下）の技能レベルを競う

建設
マスター

※技能検定の特級、一級又は単一等級の技能士
等が参加資格

安全優良職長
厚生労働大臣表彰

入
職 ～７年 ～２０年 ～３０年

※職長経験10年
＋職務に必要な資格等

※実務経験要件なし
講習

※１級技能士の場合実務経験不要
＋講習

※実務経験７年＋試験

※実務経験10年（うち職長経験3年）
＋最上位の資格

※実務経験等要件はそれぞれ異なる、
登録教習機関による講習の受講

叙勲

※実務経験
２年＋試験

【労働安全衛生法に基づく資格】

【職業能力開発促進法に基づく資格】

【厚生労働大臣表彰】

【労働安全衛生法に基づく講習】

※実務経験20年

【職業能力開発促進法に基づく資格】

～１０年

受賞時年齢50歳（最頻値）
毎年400人程度

毎年150人程度

平成25年度取得者年齢
35歳（最頻値）

建設ジュニア
マスター

※実務経験10年

毎年150人程度

技能五輪
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国土交通省における建設産業の担い手確保の取組～職人育成塾の設立等支援～

⇒国交省として、専門工事業職種を対象とした民間発意の育成塾の立ち上げや運営について、
以下の取組を通じたトータルコーディネートを実施
〇厚生労働省や内閣府など他省庁や、（一財）建設業振興基金が行う「建設産業担い手確保・

育成コンソーシアム」などの事業支援・予算メニューの紹介

○法規制や手続に係る各省庁等との調整（建築規制、廃校手続、公営住宅目的外使用、地域再生計画策定など）

○地元自治体や建設業関係団体の協力への働きかけ

〇運営母体：（一社）利根沼田テクノアカデミー（H27.10 新規設立）⇒H28.4開校予定
〇場所：旧沼田市立南郷小学校跡地
〇対象職種：板金、瓦、基礎訓練（Ｈ２８度～）、鉄筋、型枠、左官、多能工等（Ｈ２９度～予定）
〇支援メニュー：「地域建設産業活性化支援事業」（H27.9採択）：カリキュラム作成・広報費等の助成【国交省、振興基金】

「地域再生戦略交付金」（H27.12採択）：学校改修・訓練資機材に対する間接補助（１／２）【内閣府】

のほか、訓練期間中の賃金・受講費助成【厚労省】など
○沼田市が地方創生に資する「職人のまち」づくりとして位置づけ（温泉施設等の地域資源の活用も検討）
○群馬県建設業協会（地場ゼネコン）の強力なバックアップ―広報支援、インターンシップ連携など

最近の支援事例①：利根沼田テクノアカデミー（群馬県沼田市）

〇運営母体：（一社）職人育成塾（H27.9 新規設立）⇒H28.9開校予定

〇場所：旧高松市立塩江小学校跡地
〇対象職種：内装仕上げ（ボード・クロス・タイル）・左官など（予定）
○支援メニュー：「地域建設産業活性化支援事業」（H27.11採択）：【国交省、振興基金】ほか
※利根沼田テクノアカデミーなどの先進事例紹介、社団法人の運営等に関するトータルコーディ ネートを実施中

最近の支援事例②：職人育成塾（香川県高松市）
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民間発意の職人育成塾設立の意義

○職人技能の継承を行うには、職人不足の現状に加え、教える側と教えられる側の世代間ギャップが歴然と存在するため、教え
る側を教える追加的コスト負担が必要。一方、中小零細企業の多い専門工事業者では、個社でコストを負担することが困難。

○この点、育成塾は、個社で負担が困難なコストを社会的コストとして一定負担し、専門技能のスキルアップはもとより、
①同志意識の醸成（“同じ釜の飯”）②キャリアアップ・ライフプランの見える化等にも寄与し、若年層の入職促進・離職防止策と
して高い効果が期待される。

〇既存の教育訓練施設だけでは、職人などの各地方の建設産業の担い手育成のキャパシティが不足。
また、既存施設のメニューは、主に躯体系の職種が中心。

〇今後は、閑散期における別用途での活用を通じ、ひとづくり・地域経済活性化（地方創生）につながる取組にも期待。

・板金、瓦、基礎について、基本から、専門技能を身につける
・多能工育成、商品開発研修等新たな取組に着手
・廃校の利用、食事、入浴施設等について市の全面協力

（地域の活性化を期待）
・愛知県の企業が加わる等、広域連携の動き
・地域活性化をにらんだ「沼田市デルタモデル」

を提唱、各自治体への波及を期待

利根沼田

テクノアカデ
ミー

人財の
確保・育成

遊休施設活用
過疎対策

地域活性化

【沼田市デルタモデル】

国交省・厚労省
建設業振興基金

沼田市
沼田商工会議所

群馬県建設業協会等

利根沼田テクノアカデミー

短期実践コース 長期実践コース

板金・瓦等部門

会員企業
支援メーカー

多能工部門

会員企業
支援メーカー

【運営組織体制】

・内装、ボード、タイル、左官等内装系企業有志による社団法人を立ち上げ
・廃校の利用について市の承認済
・四国ポリテクセンターとの連携
・「かがわ技能フェスティバル」の参加による成果の発表・確認機会の確保

三田建設技能研修センター
（兵庫）
（躯体系、車両資格取得）

利根沼田テクノアカデミー（群馬）
（板金、瓦等）

富士教育訓練センター（静岡）
（土木、躯体等全般）

職人育成塾（香川）
（内装系）
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建設生産システムの合理化 （日建連・長期ビジョン）

○リプレース、リニューアルの需要拡大 →インフラ長寿命化やライフサイクルコストを低減する技術開発
・施設を供用しながら更新できる工法 ・鋼構造物の腐食防止・コンクリートの被服補強の技術 など

○首都直下地震や南海トラフ地震などによる被害軽減 →建築物の耐震化
・学校や病院などの耐震補強を円滑かつ経済的に行う技術や工法 など

○エネルギー問題への対処としての海洋開発 →発電施設や海底鉱物資源開発施設の建設
・洋上風力発電、潮流、波力、海水の温度差を利用した発電施設 など

新技術の活用

○プレキャスト工法の活用（工場生産品の活用）拡大
・道路構造物や鉄道高架橋や橋梁のプレキャスト化 など

○機械の遠隔操作や自律制御などの自動化
・ロボット技術、準天頂衛星を活用した精密測位技術、精密なセンサーやカメラ技術等
・作業員支援の装着型ロボット ・ロボットによる建設作業の代替 など

○現場における待ち時間や手戻りの解消
・工程の進行状況把握や元下間の情報共有による効率化等に資するICTの活用 など

○BIM・CIMの活用
＊BIM（Building Information Modeling）・CIM（Construction Information Modeling）

：設計や施工を進める為にコンピューター上に構造物の３次元モデルを構築すること。BIMは建築物、CIMは土木構造物に活用。

新たな省人化技術の活用

○効率的な施工実現のための元請企業の総合力発揮 （設計施工一貫方式など）
＊設計施工一括(一貫)方式：構造物の構造形式や主要諸元等も含めた設計を、施工と一括して発注(受注)する方式。

○重層下請構造の改善 （原則２次までに向けた不要な下請次数の削減など）

設計や契約等における合理化
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○地域の建設企業が「地域の守り手」として地域社会を支える役割を果たせなくなるおそれ
・地域の中小建設企業の経営課題として、近年、後継者問題が高まり。施工能力のある中小建設企業の廃業や、それ

に伴い災害対応空白地帯が発生するおそれ

○産業構造や企業経営の状況を踏まえ、許可要件のあり方を点検する必要
・昭和47年の許可制度創設以降、財政的基礎の金額要件引上げを除き、特段の改正はなされていない。制度創設後の

産業構造や企業経営を巡る状況を踏まえて許可要件について点検が必要
・特に、企業統治の観点から大手企業等の役員数は減少傾向にあること、法定の経営経験年数が長く要件に該当する

人材確保が困難である等、経営業務管理責任者制度について大手メーカー等から見直しが要望。

※規制改革実施計画（H27.6.閣議決定）において、大手メーカー等の要望を受け、適切な経営を担保するための適切･
合理的な許可要件の見直しの検討が明記

■中小建設企業の企業再編や事業承継等の支援等
○地域の中小建設企業の協業化・集約化等の事業連携、合併等の企業再編や事業承継を支援する対策の

検討・実施

■経営業務管理責任者制度等のあり方の検討
○経営業務管理責任者制度も含めた許可要件について点検

建設企業の持続的な活動が図られる環境整備
課題

対応の方向性
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「休廃業・解散」の動向（全産業）

◆「休廃業・解散」と「倒産」の件数推移

～倒産件数の減少に比べ、休廃業・解散件数は横ばい

◆「休廃業・解散」企業の代表者年齢と後継者の有無

単位：件

資本金階層 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
10百万円未満（個人事業主含む） 14,843 14,584 15,784 16,995 16,918 16,462 16,524
10～50百万円未満 10,458 9,401 8,513 8,172 7,746 7,043 6,789
50～100百万円未満 534 518 436 402 391 392 376
100～500百万円未満 309 297 220 229 197 172 194
500～1000百万円未満 17 20 19 18 19 15 10
1000百万円以上 19 23 35 24 30 22 21
合計 26,180 24,843 25,007 25,840 25,301 24,106 23,914

29.3% 27.6% 27.2% 25.3% 25.3% 25.4% 25.3%

39.4% 39.8% 38.9% 38.1% 36.5% 34.9% 34.8%

25.0% 25.9% 26.7% 27.8% 28.8% 30.1% 29.6%

6.3% 6.6% 7.1% 8.9% 9.4% 9.6% 10.4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年

50代以下 60代 70代 80代以上

◆資本金階層別「休廃業・解散」件数内訳
～資本金50百万円未満の小規模企業が97.5%を占める。

～個人事業主を含む資本金10百万円未満の企業の件数が16,524件、

10百万円～50百万円未満が6,789件。

出所：帝国データバンク「全国「休廃業・解散」動向調査 出所：帝国データバンク「全国「休廃業・解散」動向調査

後継者

あり

23.2%
後継者なし・

未定

76.8%

出所：帝国データバンク「全国「休廃業・解散」動向調査

～2015年に休廃業・解散した企業のうち､代表者の年齢が
70代以上のものが40％。2009年と比べ+8.7％増加、
休廃業・解散企業に占める高齢代表者の企業の割合が高
まってきている。

～2015年に休廃業・解散した企業のうち、76.8％は後継
者なし・未定。後継者難による休廃業・解散が目立つ。

～2017年には、団塊の世代が70代となりはじめるため、
事業承継問題による休廃業・解散の増加が懸念される。

◯ 2015年の倒産件数は6年連続で減少。一方､休廃業・解散の件数は横ばい。
◯ 規模別では、個人事業主を含む資本金50百万円未満の小規模事業者が全体の97.5%と大半を占める。
◯ 休廃業・解散企業の内、代表者の年齢が70代以上の企業の割合が40％。後継者不在のケースが76.8％。
◯ 2017年には、団塊の世代が70代となりはじめるため、事業承継問題による休廃業・解散の増加が懸念される。

（単位：件） 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
休廃業・解散 26,180 24,843 25,007 25,840 25,301 24,106 23,914
倒産 13,306 11,658 11,369 11,129 10,332 9,180 8,517

91.3

100 

64.0 60
70
80
90
100

7,000

12,000

17,000

22,000

27,000 休廃業・解散 倒産 休廃業・解散 倒産
2009年を100として指数表示2009年以降の件数推移

2015年の休廃業・解
散企業の後継者状況
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「休廃業・解散」の動向（建設業）①

◯ 2015年の建設業の「休廃業・解散」の件数は7,640件（全体の件数に対する割合は約3割で業種別ではトップ）
◯ 倒産件数が、「実件数」、「全体の件数に占める割合」ともに減少する一方､休廃業・解散の件数は、「実件数」、「全体
の件数に占める割合」ともに横ばい。

◯ 代表者の高齢化の進展により､後継者問題を経営上の優先課題と位置づける建設企業が増加してきている｡
◯ 施工能力･経営力のある建設企業であっても、後継者問題による休廃業・解散が進むおそれがあり、中小建設企業の
再編や事業承継等を支援する必要性が高まっている。

◆建設業の休廃業・解散件数、倒産件数の推移
～休廃業･解散の件数は高止まり｡地域の守り手としての機能

の低下等が懸念｡※全建会員企業ゼロ地域の拡大等（全建調査より）

25.9%
26.9% 26.7%

24.5%

22.7%

20.3%
18.9%

32.5%
34.3% 33.5% 33.3%

30.8% 31.4% 31.9%

17.0%

19.0%

21.0%

23.0%

25.0%

27.0%

29.0%

31.0%

33.0%

35.0%

0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000

10,000

倒産 休廃業・解散 倒産 休廃業・解散

（単位：件） 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
倒産 3,441 3,136 3,039 2,731 2,347 1,859 1,612
休廃業・解散 8,512 8,531 8,387 8,609 7,794 7,568 7,640

実件数 全体の件数に占める建設業の割合

出所：帝国データバンク「全国「休廃業・解散」動向調査

◆経営課題における「後継者問題」の位置づけ
～個人､小規模企業で課題認識が顕著｡また､資本金50百万円以上の企業

層でも回答割合は高まる傾向にある｡

出所：国土交通省「平成26年度建設業構造実態調査結果」

2008年度 2011年度 2014年度
183,312 172,909 171,418
5,143 7,555 19,121

全体 2.8% 4.4% 11.2%
個人 3.9% 7.0% 16.6%
5百万円未満 3.3% 3.4% 10.9%
5～10百万円未満 2.3% 3.6% 12.9%
10～30百万円未満 2.4% 4.7% 9.6%
30～50百万円未満 2.0% 2.3% 6.3%
50～100百万円未満 1.0% 1.1% 6.4%
100～300百万円未満 2.0% 1.7% 5.5%
300～1,000百万円未満 1.6% 0.6% 6.8%
1,000百万円以上 0.0% 0.0% 0.9%

資
本
金
階
層
別

上位1・2位に「後継者問題」を回答した数
複数回答の内、上位1・2位の合計数
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「休廃業・解散」の動向（建設業）②

39

後継者難

・後継者がいない（子供がいない、子供に家業を引き継ぐ意思がない）

・社内に適任者がいない

・後継者の経験不足（若すぎる）

・能力不足 等

負債過多
・廃業したいが借入金を返済できない

・保証債務の承継など後継者の負担が過大 等

親族間の相続問題
・後継者以外の相続人との相続問題の発生

・後継者以外への株式散逸 等

資金難
・相続税の負担

・後継者の株式購入時の資金負担 等

その他
・代表者交代による事業基盤の剥落・業績後退の懸念

・どうすれば解決できるかわからない 等

出所：「地域建設業活性化支援事業」エリア統括マネージャーからのヒアリング回答

◆事業承継・廃業において認識されている主な課題



事業承継・協業化等の支援が可能な現行の施策

１．地域建設産業活性化支援事業

２．建設業振興基金による債務保証事業

３．経営事項審査の特例

○ 通常、決算日を審査基準日としているが、合併・事業譲渡等を行う場合、存続会社や譲渡を受けた企業は
決算日を待たずに経営事項審査の申請が可能。

○ その場合、一定の調整のもと、被合併会社・譲渡会社の完成工事高等の実績を加算して審査を実施。

○ 建設業団体・事業協同組合等が、共同施設の設置、共同購買等の
共同事業等を行う場合、当該資金を金融機関から借入を行う際に、
（一財）建設業振興基金が債務保証を実施。

①相談支援
○ 「活性化支援アドバイザー」（中小企業診断士、
公認会計士、税理士等の専門家）により幅広いア
ドバイスを実施。

○ 平成27年度の相談件数は１月末現在で７６４件。
うち事業承継に関する相談は３８件。

相談支援でのアドバイス例

Ｑ． 後継者（長男）が事業承継の適齢期になってきたが、
円滑に承継するポイントをアドバイスして欲しい。

Ａ． 社長交代より、相続税対策のため株の譲渡のタイミン
グが重要。赤字決算で株価評価額が低い時がチャンス。

②重点支援（コンサルティング支援）

○ 複数の企業等の協働による担い手の確保・育成
または生産性向上に向けたモデル性の高い取組に
対して、活性化支援アドバイザー等が支援チーム
を結成し、計画策定まで継続的に支援。

※過去実施していた「建設企業等のための経営戦アドバイザ
リー事業」では、事業承継の取組を支援した実績あり。

建設業振興基金

金融機関 事業協同組合

①債務保証
の委託

②債務保証の
承諾

③融資実行
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規制改革実施計画における指摘

建設業の適切な経営を担保するための建設業の許可基準の在り方について、
規制の目的に見合った適切かつ合理的な許可要件等への見直しも含めて、検討する。

建設業許可基準の見直し

規制改革実施計画（H27.6.30 閣議決定）

（参考）規制改革会議及び規制改革実施計画について

○ 規制改革会議は内閣府設置法に基づき設置された審議会であり、内閣総理大臣の諮問

を受け、規制改革を進めるための調査審議を行い、内閣総理大臣へ意見を述べること等を

主な任務としている。

○ 第3期（平成26年7月～平成27年6月まで）の規制改革会議では、｢健康・医療｣、｢雇用｣、

｢農業｣、｢投資促進等｣、｢地域活性化｣の5つの分野について、規制改革を検討し、答申を

とりまとめ。政府は本答申を踏まえ、規制改革実施計画を閣議決定した。担当省庁において

は、本閣議決定内容について検討を進め、制度改善や周知徹底などの所要の措置を講じ

ることとなる。 41



建設業許可制度が設けられている趣旨（＝建設生産物の特性）

•一品ごとの注文生産＝あらかじめ品質を確認できない

•不適正な施工があったとしても、完全に修復するのが困難

•長期間、不特定多数の社が施工に関与する（下請が多く重層的）

建設業許可制度の概要

１．経営安定性

２．技術力

３．適格性３．適格性

(基準①『経営業務の管理責任者』基準)
経営陣に一名以上の経営経験者が配置されていること

(基準②『財産的基礎・金銭的信用』基準)
一定水準以上の財務状態であること

(基準③『営業所専任技術者』基準)
営業所への技術者の専任配置義務

(基準④『誠実性』基準)
他法令違反者等の排除

(基準⑤『欠格』基準)
暴力団等の排除

建設業の許可基準について （ は取消事由）

•参入障壁が低く、不良不適格業者が介在しやすい
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建設業の許可要件

○ 建設業法における許可制度のそれぞれの要件の趣旨は以下のとおり

（１）経営の安定性
①経営能力（経営業務の管理責任者）
…建設業は一品ごとの注文生産であり、一つの工事の受注ごとにその工事の内容に応じて資金の調達、資材の購入、
技術者及び労働者の配置、下請負人の選定及び下請契約の締結を行わなければならず、また工事の目的物の完成ま
で、その内容に応じた施工管理を適切に行うことが必要であることから、適正な建設業の経営を行うため課せられ
ている要件

②財産的基礎（請負契約を履行するに足りる財産的基礎・金銭的信用）
…建設業の営業を行うには、資材の購入、労働者の募集、機械器具又は仮設機材の購入等工事の着工のためにかなり
の準備資金を必要とするところ、適切な営業活動を行い、建設工事の適正な施工を確保するためには、営業に当
たってある程度の資金を確保していることが必要との観点から課せられている要件

（２）技術力
③業種ごとの技術力（営業所専任技術者）
…建設業に関する営業の中心は各営業所にあることからみて、建設工事に関する請負契約の適正な締結及びその履行
を確保するためには、各営業所ごとに許可を受けて営業しようとする建設業に係る建設工事についての技術者を置
くことが必要であり、そこに置かれる者は常時その営業所に勤務していることが適切であることから課せられてい
る要件

（３）適格性
④誠実性（役員や使用人等の、請負契約に関する不正・不誠実さの排除）
…建設業の営業は注文生産であるためその取引の開始から終了までに長い期日を要すること、前払などによる金銭の
授受が慣習化していること等により、いわば信用を前提として行われるものであり、請負契約の締結やその履行に
際して不正又は不誠実な行為をするような者に営業を認めることはできないことから課せられている要件

⑤欠格要件（暴力団排除等）
43



建設業許可制度の変遷 （概要）

【昭和２４年 建設業法制定】建設業者の登録制度が創設

【昭和３６年 建設業法改正】総合工事業の登録制度を新設
・既存の専門工事業に加え、専門工事を組み合わせて総合的に行う工事（総合工事業）を新設

・総合工事業の登録要件として、一定期間の指導監督実務経験又は業務管理責任経験が必要

【昭和４６年 建設業法改正】登録制度から許可制度に改正
・経営業務管理責任者を含む現行の許可要件の設定

・既存の総合工事業と専門工事業とを並列に扱い、全２８業種に見直し

・一定金額以上の下請契約の際に必要となる特定建設業を新設

【昭和６２年 建設業法改正】特定建設業に指定建設業を新設
・指定建設業については、営業所専任技術者及び監理技術者を国家資格者等に限定

【平成６年 建設業法改正】
・許可の有効期間を３年から５年に延長する等、許可の簡素･合理化等を実施

・欠格要件を強化

※平成１９年 告示改正 （平成17年の規制改革要望答申を受けた改正）

・経営業務管理責任者の経験として、執行役員等として建設業の経営業務を管理した経験を新たに認める

【平成２６年 建設業法改正】解体工事業の新設（全29業種）
・暴力団排除条項の整備、許可申請書等の閲覧制度を見直し

※このほか、財産的基礎については、物価変動等を考慮し昭和５２年、５９年、６３年、平成６年に金額要件を見直

し。 ※赤字は経営業務管理責任者制度に係る改正 44



『経営業務の管理責任者』要件について

【現在の経営業務管理責任者要件】

役員のうち常勤であるものの１人（法人の場合）又は個人若しくは支配人（個人の場合）が、
以下に掲げるいずれかに該当すること

① 許可を受けようとする建設業に関し５年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

② 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し７年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

③ 許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位（使用者が法人である場合に
おいては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においては当該個人に次ぐ職制上の地位を
いう。）にあって次のいずれかの経験を有する者

（１） 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を
受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として５年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験

（２） ７年以上経営業務を補佐した経験

④ 国土交通大臣が１から３までに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

※③（２）は、商法改正やそれらを踏まえた企業の経営形態の多様化に対応する観点から、平成17年の規制改革答申における
指摘を踏まえ追加したもの

【経営業務の管理責任者要件が設けられている趣旨】

○ 建設工事は一品ごとの注文生産であり、工事ごとに資金の調達、資材・下請の手配が必要であるなど、
他の産業の経営とは著しく異なった特徴。

○ あらかじめ品質確認ができない目的物について、多額の投資をする発注者（一般消費者を含む）を保護
するためには、建設業者について、一定水準の経営能力が担保されていることが不可欠。
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建設業の専業業者の状況

※「専業業者」は、当該年度に建設工事の実績があって、かつ総売上高のうち建設工事完成工事高が80％以上を占める業者をいう。

出所：許可業者数は、国土交通省「建設業許可業者数調査」
専業業者数は、国土交通省「建設工事施工統計調査」

資本金階層別にみた専業建設業者の状況（平成25年度）

構成比

総数 470,639 193,606 100.0% 41.1%

個人 91,204 32,751 16.9% 35.9%

法人 379,435 160,855 83.1% 42.4%

200万円未満 8,972 2,914 1.5% 32.5%

２00万円以上500万円未満 112,793 45,683 23.6% 40.5%

５00万円以上１000万円未満 68,393 29,284 15.1% 42.8%

１千万～５千万未満 172,427 78,035 40.3% 45.3%

５千万～１億未満 11,296 3,949 2.0% 35.0%

１億～１０億未満 4,201 812 0.4% 19.3%

１０億以上 1,353 178 0.1% 13.2%

許可業者数
専業業者数 専業業者

の割合
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